
�　町役場の代表電話は�（84）１１１１です　�
� �����������������������������������������������������������������������������������������

■
固
定
資
産
税
の
縦
覧
に
つ

い
て 

（
税
務
課
）

　

自
分
で
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の

評
価
額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
周
辺
の
他
の
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
も
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間

　

４
月
２
日�
か
ら
５
月
１
日�
ま

で※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

○
縦
覧
場
所　

役
場
税
務
課
窓
口

○
縦
覧
で
き
る
も
の

▼
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

所
在
・
価
格
・
地
目
・
地
積

▼
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

所
在
・
価
格
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積

○
縦
覧
で
き
る
人

▼
土
地
の
縦
覧
が
で
き
る
人

　

五
霞
町
の
課
税
対
象
の
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

▼
家
屋
の
縦
覧
が
で
き
る
人

　

五
霞
町
の
課
税
対
象
の
家
屋
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

※
非
課
税
お
よ
び
免
税
点
未
満
の
方

は
、
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

○
手
数
料　

無
料

○
縦
覧
に
必
要
な
も
の

▼
納
税
義
務
者
本
人

　

納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
ま
た

は
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
が
確
認
で

き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
義
務
者
の
代
理
人

　

納
税
者
か
ら
の
委
任
状
と
代
理
人

本
人
が
確
認
で
き
る
も
の
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
内
線
２
５
３
）

■
申
告
は
お
済
で
す
か
？ 

（
税
務
課
）

　

町
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
方
で
ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
３
月　

日�
ま
で
に
必
ず

１５

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
詳
細
は
広
報
２
月
号
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
内
線
２
５
２
）

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
に
ご
注
意
を 
（
住
民
課
）

　

年
金
制
度
は
、「
年
を
と
っ
た
と

き
」「
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
」「
不
幸
に
し
て
死
亡
し

た
と
き
」
な
ど
に
国
が
年
金
を
支
給

し
、
本
人
ま
た
は
家
族
の
生
活
を
守

る
と
い
う
社
会
保
障
で
す
。
み
ん
な

が
お
互
い
協
力
し
て
助
け
合
い
、
将

来
を
支
え
あ
う
制
度
で
す
か
ら
、
保

険
料
納
付
は
私
た
ち
の
大
切
な
義
務

で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

納
付
は
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
保
険
料
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
　

下
館
社
会
保
険
事
務
所

　
�
０
２
９
６　

４
５
９
１

（２２）

■
４
月
１
日
か
ら
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
が
新
し
く

な
り
ま
す 

（
住
民
課
）

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、
３
月　

日�
ま
で
と
な
っ
て

３１

い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
下
旬
に

郵
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
ら
記
載
内
容
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

世
帯
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
限
の
短

い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や
医
療
費

が
全
額
自
己
負
担
に
な
る
「
被
保
険

者
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
税
相
談
は
随
時
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
お
気
軽
に
役
場
窓
口
ま
で
お

い
で
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
（
内
線
２
３
３
）

■
け
や
き
伐
採
枝
の
有
効
利

用
に
つ
い
て 

（
建
設
課
）

　

２
月
に
原
宿
台
け
や
き
通
り
の
街

路
樹
剪
定
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

町
内
の
方
で
、
発
生
し
た
伐
採
枝

（
長
さ
約
２�
、
直
径
約　
�
）
を
マ

１０

キ
等
に
利
用
さ
れ
る
方
が
い
ま
し
た

ら
差
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
建
設
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課
（
内
線
２
９
１
）

■
市
民
公
開
講
座
の
お
知
ら

せ 

（
保
健
課
）

　

猿
島
郡
医
師
会
・
境
町
と
連
携
し

て
生
活
習
慣
病
の
対
応
と
予
防
に
重

点
を
お
い
た
公
開
講
座
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　

３
月　

日�
１７

　

午
後
１
時　

分
か
ら
午
後
３
時
ま
で

３０

○
場　

所　

中
央
公
民
館

○
対
象
者　

猿
島
郡
内
の
方

○
内　

容

【
茨
城
西
南
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
医

師
に
よ
る
講
演
会
】

　
「
専
門
家
が
語
る　

成
人
の
生
活

習
慣
病
の
対
応
と
予
防
」

・
第
１
部
「
タ
バ
コ
の
害
」

　

講
師　

高
橋
正
彦
先
生（
病
院
長
）

・
第
２
部
「
腰
痛
・
骨
粗
し
ょ
う
症
」

　

講
師 
日
置
繁
先
生（
整
形
外
科
長
）

【
健
診
専
任
保
健
師
に
よ
る
健
康
相

談
】

○
参
加
費　

無
料

○
主　

催　

猿
島
郡
医
師
会

○
共　

催　

五
霞
町
・
境
町

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
　

１
９
１
０

（８４）

■
乳
幼
児
健
康
相
談
に
つ
い

て 

（
保
健
課
）

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
「
子
ど
も
が

健
や
か
に
生
ま
れ
育
つ
町
」
を
目
指

し
て
、
年
４
回
乳
幼
児
健
康
相
談
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
育
児
や
予
防
接

種
等
に
つ
い
て
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

○
日　

時

　

３
月　

日�
１７

　

受
付　

午
前
９
時　

分
か
ら　

時

４０

１０

ま
で

○
場　

所　

保
健
セ
ン
タ
ー

○
内　

容

　

身
体
計
測
、
子
育
て
支
援
相
談
等

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
　

１
９
１
０

（８４）
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